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I aim at making it clear how Kinkeizatsuwa･ whose author
is Minamikawa Isen

(a chinese classical scholar 1732-1781) was written･
In doing sop I marlaged

to obtain

five kinds of books needed to study the book.

what i want to write is a detailed report about those five texts of Kinkeizatsuwa

which I have investigated. By writing this report･ I intend to interpretthe quality

and ancestry of five books, besides varied problems
deriving from wherein･

If many problems about the texts of Kinkeizatsuwa settled by my work･ I might

say my intention could be realized･

1 措 官

本稿ほ,南川維遷(享保十七年一天明元年,享年五

十)の著作｢金渓雑話｣諸本に関する文献学的研究であ

る｡

従来,比の南川維遷の伝記並びにその学問等について

の研究ほ極めて乏しく,僅かに｢菰野町史｣ 1)の記載が

最も詳しいと言うのが実情であった.筆者もまた此の維

遷の人物と学問について,格別なる関心を有していたわ

けではなかった.事柄は全くの偶然な機#,宣長学周辺

の基礎的調査の必要に迫まられて,数年前椎遷の故地菰

野を訪れたことに始まる｡その後両三度同地に歩を運ぶ

と共に,その著作等にも親しみ,牛歩遅々ではあるが自

分なりに維遷の輪廓が漸く明らかとなって来た｡而し

て,それらに関する卑見若干も,折を見て稿を成し,普

た磯を得て公けにしたりなどした｡2)

維遷自身が学界からほ遠い人物であり,加うるに紹介

者の禿筆ゆえ,率直に言って反応を期待することほ当初

から存しなかった｡ただ自分自身で,享保末から天明へ

の半世紀を篤実に生きた一介の知識人(儒者)の風貌が

9

或程度実感を以て描ければ,それで足れりとしたoだが

やや大袈裟な言い様ながら｢学孤ならず｣とか･思いが

けぬ方から書を寄せられたり,また示教を得たりするこ

と,一再でほなかった｡これをしも研究者冥利と言うべ

きであろうか｡

これほ自画自賛の謂では毛頭なく,かくて先に発表し

た才出稿｢金渓雑話と閑散余録｣において,
3)

これら諸本の研究ほ,別に｢金渓雑話の諸本｣と題す

る′J＼稿を予定しているのでそれに譲り･云々･

と,書かでもの文字を記したばかりに,その責めを塞が

ねばならなくなった次第である｡事柄は全く無味乾燥な

考証に終始することとなろうo

2 金漢雑話の諸本(Ⅰ)書柾概就

｢金渓雑話｣の書誌としてほ, ｢国書解題｣4)に･

きんけいざつわ

金渓雑記 〔写本〕一巻 南川維遷

著者の雑話｡近代諸家の人物評より,朝鮮事談,其の

他種々の説話より成るo

と載せるのが殆ど唯一のものである.而して慈に｢写本
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一巻｣と記すのほ,現存する伝本の中では内閣文庫本の

みであり,編者佐村八郎は多分これに拠ったことと思わ

れる｡しかし｢金渓雑話｣の著者南川維遷はl ｢閑散余

録｣5)に掲げた自序｢閑散余録緒言｣において, ｢予嘗テ

桑名二寓居ス)i,コト十年許,講書ノ暇,金渓雑話三巻ヲ

草ス,云々｣と述べているように, ｢金渓雑話｣ほ本来

三巻として成立した可能性が濃い｡とすれば,一巻本の

｢金渓雑話｣の位置づけ,性質･内容等は一体どのよう

なものであろうか｡こんな簡単な問題も,実は全く不明

だとしか言いようがなかったのが実情である｡

聾者は偶々南川維遷の伝記解明にBgJbをもち,その著

作等の調査に従う間に, ｢金渓雑話｣の諸伝本の幾つか

に親しく接することを得た｡特に南川本の発見と調査に

よって,これが他の諸本とほ異なり再稿本であることが

確認でき, ｢金渓雑話｣から｢閑散余録｣ -の過程に新

しい照明を当てたことは,一つの収穫であった｡そこで

筆者の調査した｢金渓雑話｣諸伝本の概要を紹介し,そ

の系統･特色等についての私見を述べようと思う｡

｢金渓稚話｣諸本の略称ほ以下の如くである｡

東京大学総合図書館蔵本 -東大本

国立国全図善席蔵本 -国会本

国立会文書館内閣文庫蔵本-内閣本

京都大学付属図書館蔵本 -京大本

南川義昭氏蔵本 -南川本

○東大本 全三巻三冊｡6)

〔上巻〕

題篭｢金渓雑話上｣ (文字は,中･下巻と同筆)o

内題,本文第一丁第一行上方に｢金渓雑話巻之上｣と

記し,同第二行下方に｢南川維遷士長 著｣と記して

第三行より直ちに本文｡

本文墨付三十丁｡片面十行廿字詰,片仮名漢字交り,

･筆者不明なれど一筆(但し,中･下巻とほ別室),読

字訂正の傍書あり｡

巻末,第三十丁オ第十行(第四行まで本文)に｢金渓

雑話巻之天終｣と弔すo
識語･奥書等一切なしo

〔中巻〕

題笥｢金渓雑話中｣.

内題,本文第一丁第一行に｢金渓雑話巻之中｣と記し

て(著者名を欠く)第二行より直ちに本文.

本文墨付三四丁｡片面十行廿字詰,片仮名漢字交り,

聾者不明なれど一筆(但し,上巻とほ別筆),誤字訂

正等の傍書あり｡

巻末,特に記さず｡

識語･奥書等一切なし｡

〔下巻〕

題莞｢金浮雑誌下｣｡

内題,本文第一丁第一行に｢金渓雑話巻之下｣と記し

て,第二行空白,第三行より直ちに本文｡

本文墨付廿九丁｡片面十行廿字詰,片仮名漢字交り,

筆者不明なれど一室(但し,上巻とは別筆),誤字訂

正等を傍害す｡

巻末,本文第廿九丁オの第十行(第六行まで本文)に

｢金渓雑誌巻之下大尾｣と記す｡

識語･奥書等一切なし｡

東大本の概要ほ上の如くであるが,何等かの事情で失わ

れた上巻を後補した形跡が見られる｡但しその時期並び

に書写者は不明である｡

○国会本 一冊｡

題葛｢金渓雑話 閑散余録拾遺 全｣ (｢閑散余録拾

遺｣の六文字ほやや′J＼字で右側に寄せて記すo｣

〔上〕

内題,本文第一丁第一行上方に｢金渓雑話巻之上｣と

記し,第二行下方に｢南川維遷士長 著｣と記して,

第三行空白,第四行より直ちに本文｡

〔中〕

第十六丁第一行上方に｢金渓雑話巻之中｣と記し,慕

二行より直ちに本文(著者名を記さず)｡

〔下〕

第廿七丁第一行上方に`｢金渓雑話巻之下｣と記し,慕

二行より直ちに本文｡

巻末(第三八丁第十二行,第二行まで本文)に｢金渓

雑誌巻之下大尾｣と記す｡

本文墨付三八丁(上十五丁,中十一丁,下十二丁)o

片面十二行廿四字詰,片仮名漢字交り,筆者不明なれ

ど一筆｡別筆で頭書約十二箇所あり｡

識語･奥書等一切なし｡但し巻末に他室の評言を記す

もの一葉あり｡

国会本の概要は上の如くであるが,副題に｢閑散余録拾

遺｣と記すように, ｢金渓雑話｣の中から｢閑散余録｣

に洩れたものを集録することを意図したと思われるo し

かしその集録の仕方は不正確で,盗意的あるいほ便宜的

な憾みなしとしない｡

○内閣本 一冊｡

題葦｢金渓雑話 全｣｡

内題,本文第一丁第一行上方に｢金渓雑話｣と記し,

第二行下方に｢南川絶遠士長 著｣と記して,第三行

より直ちに本文｡

本文墨付七九To片面九行廿数字(不同)請,片仮名

漢字交り,筆者不明なれど一箪｡

本文巻末(第七九丁),本文第四行で終わり,以下空

白のまま何も記さず｡

識語･奥書の類一切なし｡

内園本の概要ほ上の如くであるが,本書末尾に添えられ
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ている諸家の注記(仮に｢付録｣とよぶ)十丁は,表耗

扉の｢標記｣や本文に貼付した付紙と共に,本書を特徴

づけるものである｡しかしこの｢付録｣ほ, ｢閑散余録

異聞｣等と同質のもので,直接｢金渓雑話｣とほ関係し

ないので,後に触れることにするo

O京大本 二巻二冊｡

〔上冊〕

題芸｢金渓雑話 乾｣c

内題,本文第一丁第一行上方に｢金渓雑話｣と記し,

第二行下方に｢南川維遷士長 著｣と記して,第三行

から直ちに本文｡

本文墨付四四丁｡片面入行廿数字(不同)詰,片仮名

漢字交り,筆者不明なれど一筆｡

巻末,最終行に｢金渓維話乾之巻｣と記すo

識語･奥書の額一切なし｡

〔下冊〕

題篭｢金渓雑誌 坤｣｡

内題,本文第一丁第一行に｢金渓雑詩碑之巻｣と記し

て,第二行より直ちに本文｡

本文墨付四二丁｡行数字詰上冊と同じ,書式の体裁･

筆跡も上冊と同じ｡

巻末,最終行に｢金渓雑話巻之坤｣ (｢坤之巻｣でほな

い)と記す｡

○南川本 三巻三冊｡

〔上巻〕

紙表紙後補,中央に｢金渓椎話｣と大書して,右肩に

やや′ト字で｢永久保存｣,左下に｢巻之上｣と記すo

中･下巻とも体裁は全く同じで,夫々｢巻之中｣･｢巻

之下｣と記すのが異なるのみである｡

次いで本文と同じ罫紙(上方空自九行罫)三葉あり,

何れも絶遠自筆で柱に｢金渓雑話 序｣と記すoしか

しこれは後に序文を認める予定であったらしく,空白

のまま放置されていたようである｡現存のこの箇所に

は後人(蒋山あるいほ恒山か)の筆で,何かの草案ら

しき文章が細字で乱雑に書き散らされている｡

内題,本文第一丁第一行上方に｢金漢籍話巻之上｣と

記し,第二行下方に｢南川維遷士長 著｣と記して,

第三行より直ちに本文｡

本文墨付三二丁｡片面九行廿数字(不同)請,片仮名

漢字交り,維遷自筆と他箪とが混在している｡柱には

夫々｢金渓雑話上｣と記し丁数も記されているo

巻末,最終行に｢金渓雑話巻之上終｣と記すo

〔中巻〕

蓑祇,上巻と同じ｡

内題,本文第一丁第一行に｢金渓托話巻之中｣,第二

行に｢南川維遷士長 著｣と記して,第三行より直ち

に本文｡

Ⅰ‡

本文墨付三二To字詰,書式,書跡,柱等上巻と全く

同じ｡

巻末,最終行に｢金渓雑話巻之中終｣と記す｡

〔下巻〕

表紙,上･中巻と同じ｡

内題,本文第一丁第一行に｢金渓雑話巻之下｣,第二

行に｢南川維遷士長 著｣と記して,第三行より直ち･

に本文｡

本文墨付廿九丁｡字詰,書式.書跡,柱等上･中巻と

同じ｡但し,第廿九丁ほ次の第三十丁以下に続く形の･

まま終わっている｡即ち第三十丁以下の数菓が何等か

の事情で欠脱したものと考えられるのである｡そして

此の第廿九丁に続いて,儒林の略伝と覚しき内容の維

遷自筆の断片六葉が綴じ合わされている｡柱には何の

注記もなく,またこの六菓ほ前後共に欠脱した文字通

りの断片である｡

以上が南川本の概要であるが,下巻が上に述べたように

廿九丁で中絶しているのは惜しまれる｡しかし,上･中

巻が何れも三二丁である点から見ても,失われたのは僅

かに数葉を越えないと考えられ,維遷自筆を含む点と南

川家に伝来したことにおいて貴重とすべきである｡

3 金漢雑括の藷本(Ⅰ)系統論

管見の及んだ｢金渓雑話｣の諸伝本は,前節でその粧

要を述べた五木である｡かかる性質の書として,この五

木と言う数は,多いとも少いとも遠かに決することほ出

来ない｡即ち, ｢閑散余録｣の草稿本という点を重視すー

れば,その草稿本に五木もの伝本が現存するのは多いと

も言える｡また半面, ｢閑散余録緒言｣に言う｢此二於

チ,其中(稿老荘-｢金渓雑話｣ヲサス)ニ就テ,忌謹

ヲ犯スコヤアvノ､コVヲ除キ,褒定人意二触ルコヤアレ

ノ､,コレヲ削り,僅二上下二巻†ス｣との如き,
｢閑散

余録｣に洩れた記事の多い点を強調すれば,或いは伝本

少きに過ぎると言うべきかも知れない｡ともあれ,将来

新出の写本が出現するとしても,精々一本か二本を加え

れば上乗だとするのが筆者の見当であるo

さて,調査した五本の系統について考察すると,

〔
京大本･国会本･内閣本･京大本-初稿本系統

南川本 -再稿本

と位置づけることができ,さらに初稿本系統ほ, 〔衷大

本･国会本〕と〔内閣本･京大本〕との二種に大別する

ことが可能である｡以下その実際について述べるo

〔A〕初稿本系統と再稿本

まず諸本の収録内容(項目)と其の項目の配列順序に

っいて,調査の結果を示す｡この場合,その項目数は数

え方によって相当な変動を生じて来るが,筆者は原則的
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好こ,南川本の項目の立て方を基準として定めることにし

た｡それゆえ,例えば内閣本では一項目の如くに見られ

るものでも,南川本でそれが四項目とされてあれば,内

閣本のそれも四項目として数えると言う謂である｡

<諸本の所収項目数一覧>7)

東大木 上30項 中48項 下58項 計136項

国会木 上19項 中24項 下30項 計 73項

内閣本 計135項

一京大本 乾55項 坤80項 計135項

南川本 土45項 中52項 下41項 計138項

諸本所収項目数は上の如くであるが,重要なのは,その

項目の対応関係である｡これは配列と言い換えてもよい

であろう｡そこで其の配列を調べて見ると,東大本･国

会本･内閣本･京大本の四本ほ完全に一致して,南川本

と対立していることが分る｡此の四本は上の如く所収項

目数に異同(国会本が極度に砂いのは抄録だからであ

る)はあるものの,配列順序自体には-箇所の厳酷も見

ちれない｡即ち,国会本73項を他の三木の各々に対応さ

せて見た場合も,その配列順序は同一だと言うのであ

る｡この事実ほ,此等四本が同一系統に属することを予

L想せしめる-証と言ってよいであろう｡

一方,南川本ほ上記四本とは全く異なった配列で,而

･も項目自体にも異同がある｡それを比較すると,

京大本･南川本の共通(同一)項目 128項

京大本のみに存し南川本に無い項目 8項

南川本のみに存し京大本に無い項目 10項

之なる｡南本がこのように, a) 90%以上の共通項目を

~有し, b)夫々独自の少数の項目があり, c)而も配列

を異にすることほ,何れか一方が他方を改稿することに

,よって成った再稿本であることを示唆する.即ち,改稿

･に際して,編成(配列)を変え,一部の項目を削除し,

代わりに新しく若〒の項目を増補したわけである.

でほ,此の南本のうち,何れを再稿本とすべきである

･か｡一般的には,かかる判定乃至考証にほ内部徴証その

-他面倒な手続きを要し,而も結果的にほ水掛け論に終わ

ることが多い｡だがこの場合ほ, ｢金渓雑話｣が｢閑散

余録｣として公刊されたと言う幸運な事実がある｡すな

わち,南本の有つ独白の項目のうち, ｢閑散余録｣に採

られたものがあれば,その方が改稿本である可能性が短

めて浅い事になる｡そこで南本の夫々について調べてみ

ると,京大本8項のうち｢閑散余録｣に採られたもの皆

無であるに反して,南川本は10項のうち実に7項が採ら

れているのを知る｡因に南本の共通項日128項の中｢閑

散余録｣に録するもの, 68項であるo

かく見るとき,京大本以下の四本が初稿本系統に属

･:I,,南川本が再稿本であることは,托ぼ承認せられたこ

､とと思う｡

〔B〕初稿本系統間の問題

曳でほ,初稿本系統四本における一つの問題について

考察する｡

注意深い読者ならば,同一系統に属しながら,東大本

と内閣本･京大本とが, a)書冊の体裁を異にし, b)

所収項目に1項の増減を示す,と言うことに気づかれる

であろう(国会本ほ抄録ゆえ今ほ触れない)｡比の1項の

全文を次に掲げる｡

弊師致斎翁論語ヲ読ニ,有若ノ若ノ字諾ノ声トセl),

予幼ニシテ句読ヲ受シ時,毎々ミ､ニ熱セリ,其トキ

未疑ヒ間フコトヲエスシテ,ツイニ其説ヲキカス,令

ハ幼ニシテ林家ノ人二句読ヲ受グル人ナレノ､,必ス故

実アラン, (京大本)-〔事例1〕

上の1項は,東大本･国会本･南川本に存して,内閣本

･京大本･ ｢閑散余録｣に載せない｡この現象をどう理

解すべきであろうか｡よって四本について精査すると,

京大本･国会本(仮に｢甲本系｣と称する)と内閣本･

京大本(仮に｢乙本系｣と称する)との間に,泰然たる

区別の存することが判明する｡それを証すべき具体例を

次に紹介する｡

此度ノ〔一行ノ中〕写字官正々斎ハ智果力書ヲ甚景慕

セ1), 〔智果力書ハ淳化法帖ニミヘダリ〕,画員ノ西山

卜云者,云々, (東大本) - 〔事例2〕

この朝鮮信使に関する項において,乙本系は〔 〕内の

文字を載せない｡また,

今ノ覇府四･五歳ノ御時,諸母侍女等ノ衣装ノ繍二文

字アリケルヲ,見玉ヒテ,云々, (甲本系)-〔事例

3〕

今ノ覇府〔今年明和二年乙酉,御歳(稿老荘:割注二

行書)〕四･五歳ノ時,諸母侍女等ノ衣装ノ繍ノ文字

ヲ見玉ヒ,云々, (乙本系)

と,乙本系ほ甲本系にない割注を具えており,且つ甲本

系｢文字アリケルヲ見玉ヒテ｣が乙本系では｢文字ヲ見

玉ヒ｣となっている.更に一例を示せば,

T･カクー度仕初メタルコトヲ,先格十テ堅ク守ルノ､,

文盲ナルコTナ1), (甲本系) -〔事例4〕

何T.ナクー度仕初メタルコトヲ,先格†テ堅ク守)I,,

文盲, (乙本系)

と,表現に異同があり(かかる事例ほ他にも多数),特に

京大本では｢文盲｣の下に, ｢私日,比下脱文アルカ,

本書ニナS/｣と,書写老の注記を加えている｡

以上の僅かな実例に徹しても,甲本系と乙本系との間

に明瞭な区別の存することは,何人も否定し得ぬところ

であろう｡さすれば, 〔事例1〕として掲げた1項が甲

本系にほ存して,乙本系に無いことほ, ｢金渓維話｣の

成立問題とも関連して,かなり重要な意味を担うことと

なろう｡それについてほ以下で触れる｡
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'(C〕諸本の成立と系統

われわれは,現存諸本について夫々の特徴を比較考量

して,ほぼその系統を確めることができた｡それゆえ次

紘,その系統を沸瀕して,それら諸本発生の径路を推定

する段階となった｡この作業ほ, ｢金渓雑話｣の成立に

照明を当てると共に,これまで進めてきた系統論の正否

をも検証することになるであろうo

まず問題を, ｢〔原〕金渓雑話｣の成立と言う最も坂本

約な所へ戻すことから始めたい｡この成立を考えるに当

り,諸本何れも識語･奥書等を全く欠くため,一切ほ内

部徴証に委ねる外はない｡稚煩わしい向きもあろうが諒

とせられたい｡
~;7マ

宝暦十四年甲中々年,明和†改元ス,朝鮮ノ三使来聴

ス, (甲本系)
- 〔事例5〕

宝暦十四年甲申〔今年六月明和卜改元ス(割注)〕,戟

鮮ノ三使来聴ス, (乙本系)

と見えており,乙本系によれば,明和元年六月以降の起

笠であることは動かぬであろう｡因に上の項は第2項か

らの引用である｡而して乙本系割注の｢今年｣という文

字を, ｢宝暦十四年｣のみを受けて｢此年｣と解するの

ではなく,短く自然に維遷が偶々この稿を草していた年

の意と取れば,明和元年後半期には既に｢金渓雑話｣の

稿を起こしていたことになるo

同様にして, 〔事例3〕の乙本系割注に≠ ｢今年明和二

年乙酉｣とあるのは,この項(第62項)執輩の時期が明

和二年にわたっていた,と解してよいであろうo

次に,

人トナ.)モ物ノ品モ古ニS/クハナシ,偶々コノコヤヲ

思フテ感情少ナカラス〔丙成秋八月記,此日七日ニテ

終日雨フレリ(割注)〕,書籍ノ書殻モ,云々, (甲本

系)
- 〔事例6〕

人トナリモ物ノ品モ古ニシタハナシ,書籍ノ表紙1㍉

云々, (乙本系)

人トナリモ物ノ品モ古ニシクノ､ナS',偶々コノコT･ヲ

思フテ感情少ナカラ主,1(項を改めて)

書籍ノ書殻モ,云々, (南川本)

とあるのが注意せられる｡甲本系の割注の文字は,維遷

がこの項(第118項)を書いていた折の率直な感慨をその

ままに伝えている｡丙成即明和三年八月七日のことであ

った｡

以上抄出した事例において, 〔事例5〕･〔事例3〕の

割注ほ乙本系のみに存し, 〔事例6〕のそれは甲本系の

みに見られる.この事実は頗る暗示に富む｡加えて今一

度,事例1から6までに就いて読み比べれば,乙本系の

記述が甲本系のそれに比し,概ね簡略であることが看取

せられるであろう｡

結論的に言えば,明和元年(後半)から明和二年にか
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けて乙本系の祖本が成立した｡これを第一次草稿本とよ

んでよいだろう｡そしてこの本ほ,恐らく一冊本であっ

た可能性が濃い｡内園本ほ其の形を伝え,乾坤と便宜的

に二分冊した京大本とて,この想定を妨げほしない｡

次いで維遷は,明和三年八月前後に,第一次草稿本を

上,中,下,三巻に編成し直すと共に表現上若干の補訂

を加えた｡この際に〔事例1〕の竜崎致斎8)の逸話が組

み込まれた｡この本が京大本等甲本系の祖本で,第二次

草稿本とよんでよいだろう｡ ｢閑散余録緒言｣に言う三

巻本の｢金渓雑話｣の原型が故に誕生を見たのであるo

ただ何軌 内容的に殆ど変らない第二次草稿本を編んだ

のか,その理由ほ勿論分らないが,想像を還しくすれ

ば,出版或いは菰野藩主あたりに献上の意図があったの

かも知れないと思う｡9)

この第二次草稿本に基づいて,それを改稿した再稿本

である南川本の成立時期については,目下のところ不明

と言う外はない｡ただ｢閑散余録緒言｣の日付が明和七

年十月であるから,それ以前であることは言うまでもな

い｡

なお,甲本系の写本に魯魚の誤りが甚しいのは,書写

の原本自体に既に起因すると思われる｡即ち,稚遷自筆

本を幼椎未熟な者が写し,その本が甲本系の祖本となっ

たものと思われる｡管見の及ぶ限り,維遷の手跡はすべ

て端正だからである｡

4 金渓雑誌の諸本(Ⅱ)拾遺若干

｢金渓雑話｣の諸本について,その書誌･系統等に関

する調査結果並びに私見を述べ,合わせて諸本成立時期

の推定に及んだ｡これで諸本研究の大要ほほぼ尽きたの

であり,後は博雅の批正を保つのみであるが,前々節及

び前節で洩れた事項若干を報告しておきたいと思う｡

〔A〕諸本すべて奥書を有せぬ理由

聾者がかかる蕪稿を草して煩わしい考証めいた作業を

試みざるを得なかった原因の一つほ,金渓雑話諸本すべ

てが書写者･書写時期を不明としたからである｡それは

端的にほ,諸本何れも輿書識語の類を具えぬことによ

る｡これは南川本も例外ではなく,筆者が維遷の筆跡に

親しかったがゆえに,偶々梓遷自筆を含むことを知った

に過ぎない｡ともあれ,かかる種の写本が一本として奥

書を有せぬのほ,聯か異例に属するのでほなかろうかo

この事実に対して,書写者が意識的に奥書の記載を避

けた所為,と私に推測する着である｡即ち,本書の内容

のうち約三分の一が朝鮮信便に関するものであり,他に

幕府に言及するもの数項があるo恐らくこれらの記事を

含むがた捌こ,万一を慮って当局の忌謹を避けたのであ

ろう｡この推測が当っているか否かほ保し難いが,筆者
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にほそう思われてならないのである｡言論統制の歴史

は,
-を馨って千を沈黙せしめるのが常である｡維遷白

身が｢金渓雑話｣を草した時点では,多分彼の脳裡に微

塵もそんな懸念は存しなかったであろうが,僅か数年後

の｢閑散余録｣ではこれらの記事一切が削除されている

のを知るのである｡

〔B〕国会本に書き入れられた評言

｢金渓雑話｣の記事に対して,思想的立場から批評し

た文献ほ殆どないが,国会本に書き入れられた頭書数条

と巻末の記述ほ面白い｡前項で,奥書を有せぬ理由を思

想統制上の配慮によると推測したが,此の書き入れは思

想的立場を異にした者の理解と批評が,どんなにすさま

じいものかを端的に物語るものと言えよう｡そこで,巻

末に書き込まれている文を,そのまま紹介する｡

我国古来儒学ヲ尊フノ弊此二至ルカ,全編皆支那ヲ尊

ヒ,自力ラ以テ鰻フス,実二支那ノ奴隷ヲ以テ自カラ

甘ンズ,其見識ナキ知/I,可キナ.)
,鳴呼金渓ナ)I,者ハ

予其人ヲ知ラズト難も 日本国ノ罪人ナリ,此書ヲ読

ムモノ,其欺ク所トナルナカレ,予此書ヲ読ンデ,戟

日本国二此ノ如キノ人アT)シヲ悲ム所ナリ,

一読,国粋主義者らしい激越な口吻は,金渓を国,Uと短

めつけ否定する｡古義堂の篤実で律義な学風に私淑し,

生涯誠実そのものであった維遷にとって,夢想だにしな

かった読者をもったと言うべきであろう｡果して現代の

読者は, ｢金渓雑誌｣を読んで,どんな感想を洩らすこ

とであろうか｡

〔C〕内閣本の付録

内閣本に｢金渓雑話｣の本文とは別筆で, ｢標記｣一

葉と｢付録｣十葉,それに本文中に貼ヲ紙数枚のあること

は既に述べた｡これらの増補は,前項の激越な読者と違

って,実に丹念な言わば学究的営為である｡内容は｢閑
散余録異聞｣10)と概ね等質であり,所収項目も大半は一

致している｡今のところ,この｢付録｣や付紙の所説が

何に拠ったかを知ることは出来ぬが, ｢閑散余録｣に加

えられた諸家の批評を,かく｢金渓雑話｣の当該箇所に

求めて収録したことは確かである｡即ち,当該本文の頭

に合印(あいじるし)を付し,それに対応する所説を巻末

に一括して載せているのである｡これもまた奈特な読者

の一人と言ってよいであろう｡

｢標記｣は,内閣本の扉に善かれていて,上の異説を

述べた人々の略伝である｡後考に備えて以下に録してお

く｡ 〔 〕内は,割注二行書きである｡

〔標書〕

元禎 備前岡山,俗称湯浅新兵衛〔名元執字之禅,

号常山〕

無名氏 水戸侯史舘惣裁,俗称立原甚五郎〔姓立原,

名万,字伯時〕

古扇 肥州熊本,俗称古屋重次郎〔名商,字公款,.

号音陽〕

井潜 備前岡山,俗称井上仲〔名港,宇土竜,号四;

漠〕

桓 播州姫路侯,俗称藤吉嘉市兵衛〔名桓,字子

虎〕

敏 石州浜田侯侍医, ′J＼篠道沖〔名敏,字轡竜,

字東海〕

世寧 越州富山風俗称市河′J＼左衛門〔名世寧,字

子静,号西野〕

平海 未聞何人

-虎 官医,岡田純如〔名-皮,字文柄〕

次に,巻末｢付録｣十葉に集録せられている諸説の実二

態を窺ってみることにする｡符号のみで人名を記さぬの.I

ほ,恐らく｢標書｣に言う無名氏立原翠軒であろうと思

うが,姑く｢付録｣の筆者と共に存疑に留めておく｡

イ,ロ(尚賢按),ノ､,ニ,ホ(禎識),へ(元禎識),.

十(檀),チ(禎識),リ(禎識),メ(古商),ル,ヲ

(禎),ワ(禎識),カ(古肩)同(元禎識)同(′J＼篠敏

識),ヨ(檀) (井潜),メ(檀) (敬),レ,同(井潜),

ソ(平海識)同(禎識) (元禎識)同(寧)同,同(禎)
i51己l

同(井牢記)(禎),ツ(井潜),ネ(世寧),チ(蘇

潜),ラ(勝桓),ム(禎),ウ(井潜),ヰ(檀), /

(世寧) (-虎輩ス),オ,ク,ヤ(禎),マ,ケ(元楓

識) (元禎)同(井潜),

以上約四十項に及ぶ諸家の説が纏められている｡この申

最も多いのは湯浅常山の説である｡この常山説成立の経

緯については別稿11)で述べたが,近時入江郁筆書入本

｢閑散余録｣が現存するとの示教を得た｡12)この書入本

を検討すれば,内閣本付金剥こついても,新しく解明せら.

れる点があるかも知れない｡

なお,付紙は, 12丁ウ, 26丁ウ(禎識), 28丁ウ(鶴),

33丁オ(檀), 56丁ウ(元禎識)同(元禎識,檀)の大

箇所である〔丁数は内閣木本文のそれである〕｡

〔t)〕南川本の-性格

南川本｢金渓雑話｣の存在については, ｢菰野町史｣

の｢付録｣ (郷土関係古文書記録遺物調査)13)の中に,

-,金渓雑話〔閑散余録ノ前著,稿本三冊〕

と報告されているにも拘らず, ｢国書総目録｣にも載せ･

ず,一般には知られていなかったものである｡この書の･･

伝本中に占める位置についてほ既に述べたが,此の稿本_

が絶遠自筆の部分,

上巻(全32丁) 第1から第9丁オまで,

第25丁ウから第26丁まで,

中巻(全32丁) 第1丁,第8丁オ,第20丁,

第23丁ウから第28丁まで,

下巻(全29丁) 第24丁オ,



名古屋工業大学学報 第25巻(1973)

第26丁から第29丁まで,

約廿五丁分(全体の四分の-)を含み,他室の部分でも

補訂の書き入れはすべて維遷自筆と見られる点で,全三

冊にわたって維遷が関与して成立したと見てよい｡とす

れば,稚遷自筆の第一次草稿本及び第二次草稿本が不明

である現在,諸本の言わば証本としてその意義ほ大き

い｡

且つ又, ｢閑散余録｣とその所収項目を対照させるこ

とによって, ｢金渓雑話｣から｢閑散余録｣への移行に

おいて,編述の意図や性格がどのように変化したかを,

具体的に辿ることを可能とするのである｡

(E)南川本と閑散余録

版本｢閑散余録｣は, ｢金渓雑話｣諸本の何れとも異

なった構成と配列であり,且つ所収項目(内容)におい

ても相当な異同がある｡その異同の実態を知るにほ,釈

しく両書を読み較べてみるのが捷径であろうが,改でほ

機械的に比較対照した数字のみを示せば,

閑散余録 上37項 下75項 計112項

南川木 上45項 中52項 下41項 計138項

南本に共通する項目 計 75項

閑散余録のみが有する項目 計 37項

南川本のみが有する項目 計 63項

という結果となる｡これは,閑散余録と南川本とを比較

したとき,余録公刊に際して,南川本の63項を削除し,

37項を新しく執筆増補したということである｡

この事実は,数字の上からだけでも,一般に云う改訂

増補の域を遥かに越えていることを示す｡しかし更に重

要なことほ,この数字の背後に潜むものである｡それは

｢閑散余録｣が｢金渓椎話｣にその素材の多くを仰ぎつ

つも,全く別の角度から編纂し直したことを示唆する｡

この両者における編纂意図の変更は,両書の性格を規定

する上で,内容の増減以上に重視せられねばならぬと思

う｡即ち, ｢金渓雑話｣から｢閑散余録｣への移行は,

単に書名の変更,内容の増減等の問題に止まらず,質的

に全く異なった著書の誕生とみた方が,或いは妥当かも

知れぬと言うのである｡

5 結 語

本節では, ｢閑散余寂｣に採られなかった｢金渓雑話｣

の記事の中から,大方の興味を惹きそうな項目の二三を

抄出紹介して,以って結びに代えたいと思う｡便宜,南

川本の各冊から一項ずつを引くことにする｡

○四十七士復讐ノコT,或ノ､忠一シ或ノ､義T･シ,或/､

恩義二非スT･ス,豊新助,祖来,春台,佐藤直方,漢

見重次郎等ノ諸儒,異論紛々クリ,コレー偏二落テ中

正ヲ得ス,ワカ国/､元来武勇ヲ宗トス,殊二頼朝己来
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朝政武門ノ手二落チ,一切武道ニテ政事ヲ裁断スルコ

T･トナレリ,人情モ自然ニソノ習シニ化シ,偶々文ヲ

唱ル人アリテモ,僅二文ヲ以テ武ヲ緑飾セルノミ也,

故二士クルモノゝ義トセル処,皆武道ヨリ出タ)I,-司萱

ノ俗義也,聖賢ノ所謂義ニノ､非ス,四十七士ノナセル

処モ亦然り,ワカ国一種ノ俗義ニシテ,聖人ノ大義二

非ス,四十七士皆無学無術ノ徒ナレ/､,コレヲ以テ自

ラ許s/テ大義トト得クルモ亦宜ナラスヤ,今戯場二進
lT 1.I

テ浄瑠理狂言ナルモノヲ見ルニ,男女共二落涙s,切歯

セサルナシ,カノ狂言/､皆俗義一人情トヲ述クリ,コ

レヲ見ル人々皆無学文盲ノ徒ナレノ､,戯子ノスル処ヲ

見テ鐸泣切歯スルqt,宍ニコ十ワ1)チ.),故二人ヲ論

スルニノ､,時卜処ヲ詳ニセスンハアルヘカラス,然ラ

スシテー定ノ衡錘ヲクツモノノ､晒シ, (上巻)

四十七士の義挙をかくも明快に裁断した論ほ稀であり,

而もかかる考えが当時の儒者にとって,必ずしも稀でむ£

なかったことに留意すべきであろう｡

○朝鮮ニテ壮年ヨリ仕途二就ス,早ク家業ヲ辞シ,隠

居s'テ心ノマゝニ日ヲ送ル人ヲ,倭皇帝卜呼卜云リト

ゾ,モシ闇斎流ノ神道者二云キカセタラノ､,切歯(ノ､.

キシリ)スヘキコトナリ, (中巻)

この記事に対して, ｢国会本｣の書き入れは, ｢金渓モ

亦大日本ノ罪人ナリ,且見識ナシト云ヘシ,闇斎流ノ神

道者ニアラズーモ,開国具眼ノ人執カコレヲ憤ラザテ

ン｣と頭書している｡

○狙来ノ説ニ,孔孟ノ称ノ､宋信二跡レルヨシヲ云り,

コレ誤T)也,論孟並へ称スルコレ､宋儒ヨリ脚マリ,

孔孟卜芹へ称スルコレ､,既二漠ノ末ヨリア)I,コト

也,文選ヲ見テS'ルヘシ, (下巻)

i;1って維遷の篤実な学風を窺うに足るであろうo

なお,初稿本系統の大尾に存する｢予悪ムコト四ツ有

1),学者ニシテ文盲ナルモノ,学者ニシテ好色二耽)I,モ

ノ,学者ニシテ容貌ヲ衿持シテ新鎌娘ノ如クナルモノ,

学者ニシテ歴史二暗キモノ,孔子復出ルナモ必苦言二従ニ

ノ､ン｣の痛烈な文章ほ南川本にほない｡恐らく南川本も

またこの一文で終わっていたであろうが,それを含む数

葉を散逸していること既述の如くである｡

〔注〕

1) ｢菰野町史｣ (昭16刊,菰野町史刊行会)0

2) ｢南川維遺伝の研究--儒者の生涯｣ (｢名大国語EgE

文学｣ No.29所収,昭46.12)｡

｢金渓雑誌と閑散余録｣ (｢名工大学報｣ γol.23所

収,昭47.3)｡

｢江戸砥役における南川絶遠の交友｣ (｢国語国文学

論集〔玖村博司教授定年退官記念〕｣所収,昭48.4

刊,名大国語国文学会)｡
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｢南川絶遠の江戸生活｣ ･ ｢南川絶遠の『東遊日録』｣,

この二編ほ近く発表の予定｡

3) 〔荘2〕の論文, p.14参照｡

4)同書, p.482参照｡

5) ｢閑散余録｣からの引用は,すべて架蔵天明二年版

に拠り,適宜読点のみを施すこととした｡

6)拙稿｢金渓雑話と閑散余録｣でも紹介したが,叙

述の便宜上再録した.

7)本文中でも述べた如く,項目数にほ異同が生じ易

既発蓑の拙稿に見られる数字ほ,これによって訂

正されることを希望する｡

8)佐々木-氏の示教によれば, ｢竜崎｣は｢りゅうざ

き｣と読むのを妥当とする.

9)墓偏に云う｢菰野公子時方｣以下,参照｡

10)東北大学付属図書館狩野文庫に同名の写本があるo

ll)手出稿｢金渓雑話と閑散余録｣ p.17参照｡

12)中村幸彦博士の示教によれは,石田元季旧蔵,現

天理図書館蔵本との由である｡

いのであるが,本稿のものを正しいとする｡即ち, 13)同書, p.698参照｡


